
令和8年 親睦と交流の場 新春のつどい
　令和8年西原町新春のつどいが1月8日に西原町さわふじ未来ホールで開催され、企業・町民含めて485名が
参加し新年を祝いました。併せて令和7年度西原町功労者表彰式典も開催され、賞状授与や記念品贈呈があり
ました。また、町文化協会が踊りや演奏で舞台に華を添えました。

　昨年は、沖縄県にとって戦後８０年と言う節目の年を
迎え、改めて「平和を希求する」年となりました。今年も
私自身、初心を忘れず町民本位の町民目線で、常にトッ
プセールスで町づくりを推進していきますので、引き続
き町政へのご協力をよろしくお願いします。
　今年の干支は、60年に一度巡ってくる「丙午」です。
町民の皆様におかれましては、この活気あふれる干支
の如く、新たな挑戦を胸に、益々のご健勝とご活躍をい
ただけますよう心より祈念いたします。

令和7年度西原町功労者表彰式典
受賞された皆さま、誠におめでとうございます。

表彰者については広報にしはら令和7年12月号に掲載しています。

琉球舞踊 前の浜を
華やかに舞う

乾杯の様子

功労者表彰の様子 功労者表彰式典および祝賀会の様子

幕開けのかぎやで風で舞台を彩る、町文化協会琉舞部会

町長あいさつ 崎原盛秀町長
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1月11日 令和8年 西原町 二十歳のつどい
　20歳を迎える皆さんの門出を祝福する「令和8年西原町二十歳のつどい」がさわふじ未来ホールで開催されました。

　今年は西原中学校区366名、西原東中学校区155名の計521名が希望を胸に二十歳の門出を迎えました。参加者は、鮮やかな着
物やスーツに身を包み、旧友との久しぶりの再会に笑顔があふれていました。
　決意表明では、両中学校区代表の言葉に参加者は襟を正し、新たな決意とともに晴れやかなスタートを切りました。
　崎原町長は「今年の干支である丙午にちなみ、すべて”うま”くいく飛躍の年にしてください」とお祝いのメッセージを贈りました。

ひのえうま

西原東中学校区代表
田中煌洋さん

　本日、私たちは二十歳という大きな節目を迎えました。この集いを催してくださっ
た皆様、私たちを温かく見守ってくださった西原町の皆様に心より感謝申し上げます。
　私は今、東京で生活しています。インターンでの経験を通じ、「自由であることの
責任」を肌で感じました。今も、自分が何者になりたいかという答えは見つかってい
ませんが、「人を喜ばせる」という指針さえ持っていれば、自分を見失わずにいられる
と確信しています。
　そして、最も感謝を伝えたいのは両親です。上京して挫折したとき、一番に手を差
し伸べてくれたのは二人でした。離れてみて、ようやくその愛情の深さに気づくこと
ができました。お父さん、お母さん、本当にありがとう。これから先、何度壁にぶつ
かっても、私は「自分の選んだ道を正解にできる人」になりたいです。苦しい時期が
あっても、それは「通過点」に過ぎません。すべての寄り道に意味があったと言えるよ
うな力強い人生を歩んでいこうと思います。

西原中学校区代表
城間勇人さん

　本日は、私たちの門出に際し、このように盛大な二十歳のつどいを開催していた
だき、誠にありがとうございます。
　二十歳という節目の年に、中学時代を共に過ごした仲間たちと共にこの場に立て
ていること、とてもうれしく思うと同時に、一層身の引き締まる思いがします。
　20年間で積み重ねてきた日々は、決して順風満帆ばかりではありませんでした。
うまくいかない時も、迷った時もありました。それでも今日こうして胸を張って前に
進めるのは、そばにいてくれた皆さんのおかげです。
　これから私たちは、それぞれの夢に向かって歩みだします。社会は変化が早く、不
安もありますが、同時に大きなチャンスが広がっています。私たちは、この地域で
育った誇りを胸に、責任ある大人として、そして誰かの力になれる人として、しっかり
と前へ進んでいきたいと思います。

西原東中学校区 西原中学校区

しろま ゆりとたなか こうよう
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～　戦後80年 記憶の継承　～ No.5

島袋宗盛(当時28歳) 軍需工員

　沖縄戦の終戦から80年を迎えた今日、戦争体験者の減少、戦後世代の増加と相まって、戦争の歴史的教訓が年々風
化し、その悲惨さが忘れ去られようとしています。
　西原町は、戦争体験者の方々からの貴重な体験談を紹介し、次世代へ継承していきます。

　私は、昭和16年に徴用工員として長崎に行った。その時、沖縄から160人の徴用工員がいたが、彼らを2班に分け、私と我謝さん（浦添出身）の二人で引率

して行った。徴用工員は那覇の開洋会館で4～5日ほど訓練を受けてから出発した。当時は敵の潜水艦もおらず、長崎港までの船旅は二昼夜ぐらいしかか

からなかった。長崎では三菱長崎造船所（軍需工場）で働いた。そこには大勢の工員がいた。私は外板組み立ての仕事をやった。上からクレーンで部品を巻

き上げるので、それを下で組み立て、船の外形を作る仕事であった。仕事は忙しく、毎日残業であった。時には徹夜で残業し、朝帰ることもあった。ところが、

徴用作業なので給料は安く、残業でもしなければ生活できなかった。ちなみに、請負業者の下で掃除などをやっている婦人たちの給料よりも安かった。ほ

んとに馬鹿らしい限りであった。長崎では、最初は寮に住んでいたが、妻を呼び寄せて（昭和17年）からは町で間借り生活をした。また、長崎では、戦争と

いってもB29が空襲する時壕に避難し、空襲が止めば壕から出る、という程度であった。

「西原町史」は西原町立図書館でご覧いただけます。

徴用工員

　ところが、昭和20年8月9日、長崎に原爆が投下された。その日は朝から空襲警報が発令され、町の人たちは、皆避難していた。しかし、造船所は、空襲警

報発令中にもかかわらず、敵機の来襲がないので仕事を続けていた。午前11時35分か45分ごろ、2,000～3,000メートルの上空に敵機B29が1機飛来し、

大きな気球のような物（原爆）を投下して飛び去って行った。その気球のような物は上空でフワフワ浮かんでいたので、「不思議だなあ」と思って見ていたと

ころ、2～3分後には爆発し、目の前が真っ暗になって電気のようにピカッと光った。爆心地の近辺は、ガラス、土、砂、石などが爆風で吹き飛ばされた。造

船所の裏山には、機械を疎開させるために、大きな壕を掘ってあった。原爆が投下されたのは、私たちが旋盤機をその壕に移動するために壕の入口手前4

メートルほどのところに来たちょうどその時であった。私たちが壕の入口手前で原爆投下を目の当たりに見ていた時、原爆が爆発し、私たち5人は、爆風で

一遍に壕の中まで吹き飛ばされていた。そこは爆心地から5キロメートルも離れたところであった。幸いに怪我はなかった。爆心地は見る見るうちに火の海

となり、5日間も燃え続けた。燃えた跡がまた凄まじかった。三菱電気のアングル造り4階建て工場は、押し潰されて平家建ての高さになり、工場の面影な

ど全くなかった。住民は、朝から空襲警報が発令されたままで解除にならないものだから空腹を感じ、昼食をとりに家に帰っていたところであった。そのた

め、家族揃って食卓を囲み、座ったまま焼け死んでいる家族や、道端に座って黒く焼け死んでいる人たちもいた。また、橋の上や溝に吹き飛ばされ、火傷を

負い、「水をくれ。水をくれ」と水をほしがる人たちもいた。しかし、水もないのでどうすることもできなかった。更に、電車に乗っていた人たちもみんな焼け

死んでいた。このように原爆で焼け死んだ人たちの遺体は1か所に集められ、生き残った人たちの手で火葬に付された。火葬といっても、焼け残った家の柱

などを取ってきて薪代わりにし、それで死体を焼くというものであった。それが1～2週間も続いた。原爆は、一瞬にして多くの長崎市民の生命、財産を奪っ

た。原爆の熱は、青 と々した樹木もすべて焼き尽くした。普通の重砲などは砲弾の落下地点にしか被害は及ぼさないけれども、原爆の場合は、平坦地だと広

範囲に被害を及ぼす。長崎の場合は、山が多いので、山と山の谷間の部分はいくらか焼け残り、平坦な広島よりは被害が少なくて済んだのではないか、と思

う。原爆投下の際、直接には被爆せず、元気だった者でも、自分の家族を救出したり、遺体を収容したりするときに被爆した人たちもいた。そうした元気な

人たちでも被爆後何日か経つと、頭の毛が抜け出した。そして、頭の毛が抜け始めると、3日後には死亡した。それで、みんな、自分は大丈夫かなあ、といっ

ていつも頭の毛に触ってみたりした。頭の毛が抜けて死んで行った人も多数いた。ほんとに、原爆投下後の地獄のような光景は、見た人でないと想像つかな

いであろう。原爆の使用は人類の滅亡につながるものである。二度と原水爆の使用を許してはならない。原爆投下時、妻は町中にある家にいた。造船所か

ら見ると、自分の家の方もぼんぼん火が燃え盛っていた。妻のことが気掛かりだったけれども、造船所から外に出ることは許されなかった。ようやく夕方に

なってから、燃え盛る町中を通って自分の家に行って見ると、家は屋根瓦が吹き飛ばされてはいたが、幸い焼けずに残っていた。

長崎での原爆光景

目の当たりに見た原爆地獄
（西原町史 第三巻 資料編二 西原の戦時記録より）

サッカーJ1「ヴィッセル神戸」歓迎セレモニー開催！月 日1 12
　サッカーJ1リーグ所属の「ヴィッセル神戸」のサッ
カーキャンプ歓迎セレモニーが西原町民陸上競技場で
開催されました。セレモニーでは、町や町関係団体・事
業者の皆様から県産フルーツ、島どうふをはじめとす
る町内の特産品が贈呈されました。
　ミヒャエル・スキッベ監督は「施設を最大限活用し、新シーズンに向けていい準備をしたい」と意気込みを語りました。
　崎原町長は「ヴィッセル神戸が3年連続で西原町でキャンプを行い、それが町民に定着してきている。今キャンプでは充実した
時間を過ごし、新シーズンでのさらなる飛躍に向けて頑張っていただきたい」と激励の言葉を贈りました。

筆先に思いをこめて月 日1 4
　西原町文化協会・書道部会が主催する「西原町新春かきぞめ会」が、西原町中
央公民館で開催されました。当日は、新たな年の幕開けを祝うように、こどもた
ちを含む24名の町民が参加し、新春の恒例行事を楽しみました。
　参加者は、今年の目標や決意を一文字一文字丁寧に書き上げました。思い思
いの言葉が綴られた力作を手に、会場は晴れやかな笑顔に包まれていました。　

西原町の文化発展に貢献月 日12 19
　令和7年12月、沖縄県文化協会表彰式において、西原町文化協会の金城
清さん（功労賞）、玉那覇静子さん（奨励賞）、同協会筝曲部会（団体賞）がそ
れぞれ表彰を受け、その報告のため町役場を訪れました。
　これらの賞は、地域の文化活動に参加し、文化の向上に尽くした個人およ
び団体に対し、沖縄県文化協会から贈られるものです。
　崎原町長は「西原町から2個人1団体が受賞され、大変うれしく思う。これ
からも地域の発展のため、ご尽力をいただきたい」と激励しました。 玉那覇静子さん

金城清さん

きんじょう

きよし たまなは しずこ

筝曲部会 部会長
平良久枝さん
たいら ひさえ

西原町の魅力を世界へ！英語版観光ガイドブック完成月 日1 8
　沖縄キリスト教学院大学人文学部英語コミュニケーション学科4年次の澁谷
碧さん、嘉陽宗也さん、兼城麗愛さん、又吉嬉美さんの4名がゼミの卒業研究と
して「西原町観光ガイドブック」の英語版を作成し、町長へ贈呈しました。
　学生代表の澁谷さんは「西原町の魅力を海外の方にも知ってほしいと思い、
英語版を作成した。このガイドブックが西原町を訪れる多くの方々の助けとなり、
町の魅力を知るきっかけの一つになれば嬉しい」と完成の喜びを語りました。
　崎原町長は「チームで苦労を重ねて作り上げたこの英語版は、西原町をさらに発展させると思う。皆さんの今後の活躍に心から期待
している」と感謝とエールを送りました。完成した英語版ガイドブックは、今後大学側と連携しながら、様々な場面で活用される予定です。

クリストファー・ヴァルヴォーナ教授

又吉嬉美さん

嘉陽宗也さん

澁谷碧さん

兼城麗愛さん

しぶや

かよう そうや かねしろ れいあ またよし このみあおい

丙午の如く、勇壮に地域を守る月 日1 9
　令和8年東部消防組合「消防出初式」が同組合構内で開催されました。式典では、
管理者による特別点検に続き、表彰式が行われ、令和7年11月に西原町で発生した
火災において迅速な初期消火活動により延焼を防いだとして、会社員の照屋良太さ
んと饒波貴市さんが功労表彰を授与されました。
　また、展示訓練では建物からの救助訓練が行われ、日頃の研鑽の成果が披露され
ました。最後は、消防職員と消防団員による迫力ある「合同一斉放水」が行われ、参加
者全員が新年の防火への決意を新たにしました。

てるや りょうた

のは たかいち

Topics in the Townわったー
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令和7年分 所得税の確定申告のお知らせ 申告フローチャート▶詳しくは北那覇税務署へお尋ねください。

令和8年度(令和7年分)  町県民税兼国民健康保険税申告のお知らせ

（高齢者インフルエンザ、新型コロナウイルス、高齢者肺炎球菌、帯状疱疹）　国税庁では、パソコンやスマートフォン等を利用した自宅からの確定申告を推奨しています。なお、申告相談が必要な場
合は受付期間中にご来場ください。還付申告は、2月13日(金)以前でも提出できます。

申告が必要かどうか、確定申告か住民税申告かを簡易的に判断できます。※確定申告する際は住民税申告は必要ありません。

●所得証明などの各種証明書が発行できません。
●国民健康保険・後期高齢者医療保険加入者の場合、医療費負担額が正しく査定できず、不利益を生じる場合があります。
●給付金や手当の対象者に該当しても受給できない場合があります。
●期間内に申告しなかった場合、住民税の支払い一回当たりの額が高くなります。また、申告受付後は証明書発行まで１週間
　から１カ月程度かかります。

フローチャートは一般的な例を示しています。不明な点はお問い合わせください。

申告しないとどうなる？

＊1 非課税収入には、遺族年金、障害年金、失業手当などがあります。
＊2 控除とは、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除など税法上の控除を指します。
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収入なし または
非課税となる
収入のみ

申告不要ですが下記の場合は住民税申告が必要です
・税証明書が必要な方・国民健康保険に加入している方
・公営住宅に入居している方・保育園児、幼稚園児がいる方
・年金の免除や福祉サービスを受ける方 など

・給与収入が2,000万円を超えている
・給与収入以外の所得が20万円以上ある
・2か所以上からの給与収入がある
・年末調整をしていない

・年金収入のみで申告する控除  がない 申告不要

確定申告

町県民税
申告

確定申告

町県民税
申告

申告不要

確定申告

町県民税
申告

・年金収入があり、年金以外の所得が20万円以下
・控除  の追加、変更がある

・年金収入が400万円を超えている
・年金収入以外の所得が20万円以上ある

・1か所からの給与収入のみで年末調整の内容に
　変更がない

・給与収入があり、給与以外の収入が20万円以下
・控除  の追加、変更がある

・所得金額より控除  金額の方が多い
（所得税が課税されない）

・所得金額より控除  金額の方が少ない
　(所得税が課税される)

主に
年金収入

主に
給与収入

下記の所得
・営業・農業
・不動産・雑
・譲渡・一時
・利子・配当
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　令和8年1月1日現在西原町に居住していた方は、申告の対象となります。それ以外の方は、令和8年1月1日現在居住して
いた市町村にお問い合わせください。

2月16日(月)～3月16日(月)
※土日祝日除く。3月1日(日)に限り、日曜日も対応を行います。

受付期間

2月16日(月)~3月16日(月) (土日祝日除く)
※3月17日(火)~5月29日(金)は税務課窓口での申告不可。

受付期間

お問い合わせ

　今年よりｅ-Ｔａｘ(国税電子申告･納税システム)を利用して
ご自身で申告書を作成･送信するためのブースを設置します｡
「待ち時間なく確定申告を行いたい」「入力方法のサポートを受け
たい」という方におすすめです。
■必要書類
〇マイナンバーカード
※本手続きでは、利用者証明用パスワード(数字４桁)、および署名
　用パスワード(英数字6～16桁)の入力が必要です。
※マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限が切れている場合、
　電子申告等の手続きができません。事前にご確認ください。
〇所得が分かる書類：源泉徴収票､収支内訳書など
〇控除が分かる書類：控除証明書､医療費通知､寄付金等の領収
　書など
■留意事項
〇自己申告制のため､内容等の相談は受付していません｡
〇通常の対面申告と同じく､整理券の受け取りが必要です｡

電子申告ブースの設置 New!!

町民交流センター(役場庁舎内)
午前8時45分~午前10時15分(60名)
午後1時30分~午後3時30分(70名)

受付場所･時間･定員

確定申告の受付は簡易的なものに限ります｡
土地･株式等の譲渡所得がある方､利子･配当所得がある方､青
色申告する方､住宅借入金等特別控除を初めて受ける方は､北
那覇税務署が主催する確定申告会場での申告が必要です｡

注意事項

前年に町県民税申告を行った方等へ1月下旬発送予定です｡
税務課窓口または役場申告会場でも配布予定です｡

町県民税申告書について

浦添産業振興センター・結の街(浦添市勢理客4-13-1)
午前9時～午後4時
※混雑状況により、受付を早めに締め切る場合があります。

受付場所・時間

北那覇税務署　TEL：098-877-1324

西原町役場 税務課 町県民税係　ＴＥＬ：098-945-4729

お問い合わせ

来場には入場整理券が必要です。

〈入場整理券の取得方法はこちら↓〉
①LINEによる事前発行
国税庁の公式LINEアカウントから事前の発行をお勧めします。
②申告会場での当日配布
午前8時30分配布開始

国税庁公式LINE

確定申告等
作成コーナー

マイナポータル
連携北那覇税務署　TEL：098-877-1324お問い合わせ

スマホとマイナンバーカードを利用した電子申告が便利です！
　国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用すると、スマートフォンやパソコンで所得税などの申告書を作成し、マイナンバー
カードを使用して電子申告が可能です。
　マイナンバーカードを使って､マイナポータル連携を利用すると､給与等の収入に関する情報や医療費､ふるさと納税等の控
除に関する情報を一括取得できます。申告書の該当項目へ金額等が自動入力されるため､作成がより簡単で便利になります｡
(給与データの取得は､事業主がオンラインで源泉徴収票を提出していること等の要件があります｡)
(注)マイナンバーカード読取対応のスマートフォンがあればご利用可能です｡

添付書類の
提出不要

自宅から
申告可能

申告内容を
いつでもデータで
確認可能

24時間
利用可能

所得税の
早期還付

ス
タ
ー
ト

はい

いいえ

＊2

＊1

＊2

＊2

＊2

＊2
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※高額療養費や生命保険等の補てんがある場合は、補てんされる金額も記入する必要があります。
※添付しなかった領収書等は５年間自宅で保管する必要があります。

　②の「医療費のお知らせ（ハガキ）」にない12月分までの医療費情報を２月下旬頃に申請により取得し、合計額等を記入します。
　※国民健康保険の場合は、2月下旬より申請可能で申請日当日に受け取れます。（手数料300円）
　※後期高齢者医療の場合は、2月中旬より申請可能で申請日翌日以降の受取りになります。（無料）

④役場窓口で１年分の医療費通知の申請をして明細書を作成

健康だより 西原町のみなさん！「ゆんたく会(がん患者サロン)」知っていますか？
琉球大学病院では毎月1回、開催しています。

●「がん」と言われて「頭の中」が真っ白…誰にも相談できません。　●医療費はいくらかかるの？
●医師にいわれたことの意味がよくわからない。　●家族ががんです。どう接したらいいの？　
ゆんたく会は2部構成です。前半はテーマに沿った講演があります。
後半は、フリートークの時間として、がん患者さんやご家族が、悩みや気持ちをゆったりお話できる場です。

※参加希望者は、午後1時45分までに3階エントランスロビーに集合してください。スタッフがゆんたく会会場まで案内します。
お問い合わせ：琉球大学病院 がんセンター　TEL：098-894-1522

確定申告・町県民税申告における医療費控除について
申告会場は混み合いますので事前の準備をお願いします！

　納税者本人または生計を一にする家族の1月1日から12月31日までの1年間の医療費の合計が一定額を超えた場合は、医療
費控除を受けることで所得税や町県民税の負担を軽減できます。 『医療費控除の明細書』の提出が必要となりますが、その作成
の方法は次のようになります。

○ 国民健康保険加入の40歳以上の方　→　 特定健診が自己負担額0円で受診できます。 
○ 西原町内にお住まいの40歳以上の方  　  →　 がん検診が定価よりお安く受診できます。

健診に関する費用は、年度内に1度だけ、西原町から補助がでるため定価よりお安く受診することができます。

今年度（令和７年4月以降）、まだ特定健診やがん検診を受けていない方は、もったいない！！
医療機関の予約が埋まってしまう前に、お早目のご予約・受診をお願いします。

　人生の最終段階におけるケアの在り方や、在宅医療・介護に関する理解を深めるため、昨年度大好評だった講演会を今年度
は西原町で開催します。講演や楽しい演劇をとおして、自分らしい終末期のおくり方について考えてみませんか。

注意

ゆんたく会とは

講演

寸劇

お問い合わせ：税務課　TEL：098-945-4729　健康保険課　TEL：098-911-9163

お問い合わせ：健康保険課　保健予防係　TEL：098-911-9163

お問い合わせ：福祉課 介護支援係　TEL：098-945-4791　在宅ゆい丸センター　TEL：098-921-2357

日時 2月8日(日) 午後2時～午後4時(受付 午後1時30分～) 会場 さわふじ未来ホール

　病院の領収書の金額等を『医療費控除の明細書』に記入します。
　※国税庁HPの集計フォームに入力すれば簡単に作成できます。

①1年分の領収書に基づき明細書を作成

集計フォームの
ダウンロード

　保険者から送られた「医療費のお知らせ」の合計金額等を記入し、10月～12月分等のまだ通
知されていない分を領収書に基づき記入します。
　※国民健康保険・後期高齢者医療の「医療費のお知らせ」は、1～5月診療分を9月に、6～10
月診療分（後期は9月分まで）を1月に送付しています。

②医療費のお知らせ（ハガキ）と領収書に基づき明細書を作成

町ＨＰ税務課

　ｅ-Taｘで確定申告書を作成しマイナポータル連携を利用すると、
自動入力・自動計算で申告書の作成・送信ができます。
　また、マイナポータルの〈わたしの情報 医療費通知情報を確認する〉から医療費通知
情報を確認して明細書に記入することもできます。
※毎年2月9日から１月～12月分の医療費通知情報が閲覧できます。　

マイナンバーを利用してスマートに申告！③マイナポータル連携を利用して明細書を作成

医療費のマイナ
ポータル連携

わたしの情報

～65歳以上の要介護・要支援認定を受けている方へ～
確定申告で税控除の対象となる場合があります

40歳以上の方へお知らせ　  特定健診・がん検診・人間ドック

最期まで自分らしく生きるための道しるべ(命しるべ)

受診期限は3月31日まで！ 目指せ!
みんなが
健康な町

参加費無料!
申し込み不要!

開催日程
日時

第11回 2月3日(火) ・がん治療中の食事と栄養 琉球大学病院2階

琉球大学病院2階
・体験談スピーチ
　NPO乳がん患者の会
（ぴんく・ぱんさぁ）

午後2時～午後3時(質疑・応答含む)
午後3時～午後4時

第12回 3月3日(火)

テーマ 場所

講演
フリートーク

午後2時～午後3時(質疑・応答含む)
午後3時～午後4時

講演
フリートーク

西原町・中城村・北中城村　在宅医療・介護連携推進事業　3町村合同講演会 参加無料
申込不要

「よりよく豊かに生きるために最期について考える
～自分らしく生きるための人生会議(ACP)～」
金城隆展 氏(琉球大学病院　臨床倫理士)
きんじょうたかのぶ

「命しるべ」 
うるま市民芸術劇場附属劇団 
演劇集団こかげ 命しるべ

エンディング
ノート

冊子
進呈

　所得税・住民税が課税されている本人、または本人を扶養している方が所得の申告をする際に、次の証明書を提出すること
で控除の対象となる場合があります。　

お問い合わせ：福祉課 介護支援係　 TEL：098-945-4791
対象者と申請方法は町ホームページへ

②おむつ代医療費控除に係る確認書

①障害者控除対象者認定書 ※障害者手帳や療育手帳の交付を受けている方は、申請の必要はありません。
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マイナンバーカード夜間・休日窓口のご案内
　マイナンバーカードの交付や電子証明書の更新を行う
時間外窓口を右記のとおり開設します。平日日中に来庁が
困難な方はご利用ください。予約制となっていますので、
ご希望の方は、町民課までお問い合わせください。

開
設
日
時

2月 5 日(木)　午後5時30分～午後7時30分
2月15日(日)　午前9時～正午
2月24日(火)　午後5時30分～午後7時30分

お問い合わせ：健康保険課 保健予防係　TEL：098-911-9163

お問い合わせ：【事業担当】南部広域行政組合　新炉建設準備室　TEL：098-998-8390
【環境影響評価手続き担当】西原町 環境安全課 環境保全係　TEL：098-945-5018

予防接種の接種期限の確認を！65歳以上の方へ

（高齢者インフルエンザ、新型コロナウイルス、高齢者肺炎球菌、帯状疱疹）
　高齢者予防接種は、自らの意志と責任で接種を受ける予防接種です。以下の対象者で期間内に接種を受ける場合は、費用の一部を助成します。

65歳以上の方
高齢者インフルエンザ ・ 新型コロナウイルス
2月28日(土)まで

対 象 者
自己負担額 高齢者インフルエンザ予防接種　1,000円　新型コロナウイルス予防接種　7,000円

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種
接種日時点の年齢が65歳の方対 象 者

自己負担額 4,000円

※今までに1度も肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがない方が対象です。

66歳の誕生日の前日まで

65歳・70歳・75歳・80歳・85歳・90歳・95歳・100歳及び100歳以上　※

※令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置として、65歳からの5歳刻みが対象者となっています。
　令和12年度からは65歳の方のみとなります。接種のタイミングを逃さないようにご注意ください。
※令和7年度のみ100歳以上の方も対象となります。

帯状疱疹
3月31日(火)まで

対 象 者
自己負担額 不活化ワクチン　11,000円／回（2回接種を推奨）　生ワクチン　4,000円

●生活保護受給者の方は無料です。
●60歳～65歳未満で身体障害者手帳1級程度に該当する方は対象となる場合があります。
　障がいの内容によって異なりますので詳しくはお問い合わせください。

【ご確認ください】

助成が受けられるのは1回のみです。誤って2回接種してしまった場合、
2回目の接種費用は全額自己負担になりますので、よく確認してから接種を受けてください。

お問い合わせ：町民課 住民年金係　 TEL：098-945-5012

環境影響評価(計画段階環境配慮書)の説明会について
南部広域行政組合ごみ処理施設整備事業に係る

　南部広域行政組合では、南部地域のごみ処理の効率化と財政負担の軽減のため、現在稼働している糸豊環境美化セン
ター、東部環境美化センターおよび島尻環境美化センターを一元化した、新たなごみ処理施設の「西原町小那覇地区」への
建設に向け取り組んでいます。
　また、沖縄県環境影響評価条例では、環境に影響を及ぼすおそれがある事業の実施前には、その事業が環境にどのような
影響を及ぼすかについて、調査・予測・評価を行い「計画段階環境配慮書」を作成して公表し、周辺住民の皆様から意見聴取
する規定になっています。つきましては、意見聴取にあたり、その内容について下記のとおり住民説明会を開催しますので、
お知らせします。
※「計画段階環境配慮書」については、２月５日（木）に西原町と南部広域行政組合の掲示板およびホームページで公告し、そ
の翌日から西原町環境安全課窓口および南部広域行政組合窓口にて縦覧いたします。

　この度、坂田小学校の過密化と西原南小学校の過疎化を改善するため、昨年の8月より西原町立学校通学区域等審議会
で検討してきた通学区域の見直し案がまとまりました。
　つきましては、下記の日程で住民説明会を開催しますので、多くの皆さまのご参加をお待ちしています。
なお、今回の見直しの対象となる地域は、小学校区では翁長区の一部、呉屋区、我謝区の一部、平園区の一部、中学校区では
津花波区、西原台団地区、西原ハイツ区、我謝区の一部となります。
※住民説明会の説明資料を町ホームページに掲載しますので、詳しい内容は下記QRコードからご確認下さいますようよろ
しくお願いします。

※下記会場でも説明会を開催します。
・２月17日（火）　午後７時～　与那原町上の森かなちホール（与那原町字上与那原16）
・２月18日（水）　午後７時～　吉の浦会館（中城村字安里187-1）

２月16日（月）日程
午後７時～時間
さわふじ未来ホール(西原町字与那城140-1)会場

西原町立学校通学区域の見直しに関する住民説明会を行います！

お問い合わせ：企画財政課 チャレンジプロジェクトチーム　TEL：098-945-4533

日時

住民説明会
２月１５日（日）

会場 西原町町民交流センター 中ホール
内容 西原町立学校通学区域の見直しについて

午前の部：午前10時～午前11時　午後の部：午後3時～午後4時
※午前の部・午後の部ともに同じ内容となります。

詳細はこちら
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就職セミナー情報 就活に役立つ様々な講座を開催します！

※ 全てのセミナーは、ハローワーク失業認定申告書の求職活動実績の対象になります。
※ スキルアップ講座は都合により変更となる可能性があります。お申込の際にご確認ください。

※事前申込（電話）が必要です。◆スキルアップ講座

※事前申込（電話）が必要です。◆就職セミナー

2月 3月

受講料無料

2月6日（金）
3月2日（月）

午後2時～午後4時

就職活動の基礎、応募書類の書き方、面接対策までしっかりサポート！
個別相談を踏まえ、あなたに合った就職活動を就職決定までサポート
します。

就職セミナー 個別相談

申込先・お問い合わせ 西原町雇用サポートセンター（産業観光課内）TEL:098-945-4540  月・水・金  午前9時～午後5時

お電話で
申し込みください

3月6日（金）
午後2時～午後3時30分

大人の語彙力アップ！
ワンランク上の私になって魅力的な人に変身！

様々な言い替えを考え、言葉を使って思考のクセ
を変えていきましょう。
よりポジティブになりそんな自分もOKと思えるよ
うになります。

色彩心理で描く自分らしいキャリアレインボー 色を使って、自分自身と対話をしながら、あなただ
けのライフキャリアレインボーを作ってみよう！！

2月18日（水）
午後2時～午後3時30分

対象

定員

場所

西原町在住の就職希望者、一般求職者、転職活動者（町外在住者含む）

各講座　１5名まで

西原町役場内　会議室

　人材の獲得や定着のため従業員の奨学金返還支援に取り組む
企業に対し、企業負担額の最大50％(※)の補助金を交付します。
※沖縄県商工労働部の認証制度の取得企業は、補助率と補助上
限額を引上げます。
詳しくはHPをご確認ください。

お問い合わせ：沖縄県商工労働部雇用政策課
TEL：098-866-2324

沖縄県奨学金返還支援事業 人材確保・定着にお悩みの企業へ

HPはこちら
　自宅やオフィスのパソコンからインターネット上で、西原町
の都市計画図等を閲覧することができます。
公開は2月末を予定しています。
お問い合わせ：都市整備課 都市計画係 TEL：098-945-4496

地図情報システム公開のお知らせ

　農業者年金は、支払った保険料の全額（最高額1人あたり年間80
万4千円）が、所得税・住民税・復興特別所得税の「社会
保険料控除」の対象になります。詳細は農業者年金の
ホームページをご覧ください。 詳細はこちら

お問い合わせ：西原町農業委員会 TEL：098-945-5281
ＪＡおきなわ西原支店 TEL：098-945-5225

農業者年金について

　緑の募金は、快適で潤いのある「美ら島おきなわ」をめざし、
森林整備、緑化の推進を目的に展開されています。皆様のご
協力をお願いします。

2月1日(日)~4月30日(木)

お問い合わせ：西原町緑化支部（西原町役場産業観光課内）
TEL：098-945-4540

緑の募金の協力願い

募金期間
沖縄県全域募金地域
家庭募金、職場募金、企業募金募金の方法

　沖縄県への就職を支援するため、県外在住者の沖縄県内で
の就職活動にかかった交通費・宿泊費の半額（上限５万円）を最
大３回補助します。「県主催合同企業説明会」「インターンシッ
プ」「採用面接」「就職のための移転」が対象です。
詳しくはHPをご確認ください。

HPはこちら

お問い合わせ：(株)琉球新報開発 TEL：098-865-5270

ちゅらっとターン交通費補助金 沖縄で働きたいあなたへ！

　万が一交通事故に遭い､怪我した場
合に治療実日数に応じて『見舞金』が支
給されます｡詳細は､広報2月号と合わ
せて配布されるパンフレットや西原町
ホームページをご参照ください｡

◆加入者数：412名
　令和7年12月26日現在
お問い合わせ：総務課 総務係 TEL：098-945-5011

500円で備えよう!~交通災害共済~

令和7年度

西原町監査委員　呉屋勝司 ・ 屋比久満
　令和７年度の定期監査報告書をホームページに掲載してい
ますのでご覧ください。
（西原町ホームページトップ→
町政情報→総合計画→監査） 詳細はこちら

お問い合わせ：西原町監査委員事務局　TEL：098-945-5122

定期監査報告書について

（１）農業委員 12人　　　　　　　　　　　　　　  （２）農地利用最適化推進委員 5人

（１）農業委員
　1.農地の権利移動の許可､農地利用促進計画への意見
　2.担い手の育成･支援､農地のあっせん
　3.地域農業者との話し合いを推進　他

①推薦及び募集の対象及び定数

②主な業務内容

（１）農業委員  令和8年10月1日から令和11年9月30日 （２）農地利用最適化推進委員  委嘱の日から農業委員の任期満了日まで
③任期

2月2日(月)から3月10日(火)まで 農業委員会事務局へ直接提出または郵送での受付(郵送の場合は､当日消印有効)
④推薦及び募集の期間

〒903-0220 西原町字与那城140番地の1 西原町農業委員会事務局(西原町役場産業観光課内)
※詳しくは､西原町農業委員会事務局までお問い合わせいただくか､町ホームページをご覧ください｡

⑤提出場所

（２）農地利用最適化推進委員
　1.遊休農地の発生防止と解消を推進
　2.農地の出し手､受け手への働きかけ､農地利用の集積･集約化を推進
　3.新規参入の促進､新規就農者のサポート　他

お問い合わせ：西原町農業委員会　TEL：098-945-5281 詳細はこちら

農業委員・農地利用最適化推進委員の候補者募集

２月８日（日）は、衆議院議員総選挙の投票日です。

投票所については、ご自宅へ送付される投票所
入場券（ハガキ）をご確認ください。

投票日当日、投票ができない方は期日前投票をご利用ください。

お問い合わせ：西原町選挙管理委員会 TEL:098-945-5011

投票は18歳から!
衆議院議員総選挙

期日前投票(不在者投票)
期間

１月２７日（火）

１月２８日（水）～２月７日（土）

場所 西原町役場 町民ギャラリー
時間 午前８時３０分～午後８時

公示日 2月8日(日)午前7時~午後8時まで投票日
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町内相談機関 ～悩みは抱え込まず、お気軽にご相談ください～
総合相談 日常生活のあらゆる相談に乗ります。

※予約優先 時間/午前10時～午後4時(正午～午後1時を除く)

お問い合わせ
事前予約

※電話相談にも応じています。また、午後5時以降は留守番電話で受け付けます。

なんでも相談…生活・仕事・対人関係・生き辛さを抱えてい
る方やその家族などの悩みや困りごと何でも相談

月

障害福祉なんでも相談…障害福祉、発達が気になる、メン
タル面、その家族などが抱える悩み・困りごと何でも相談

火

法律相談…人権・財産・離婚問題など法的トラブルに関す
る相談(相談時間：午後1時～午後4時)

水

司法書士相談…不動産相続や贈与、借金問題、遺言や公
正証書等の相談(相談時間：午後1時～午後4時)

木

消費生活・家庭相談…訪問販売、契約のトラブル、親子・夫
婦間の悩み、近隣トラブルなどのお悩み相談

金

西原町社会福祉協議会
TEL:098-945-3651　FAX:098-946-6777

教育相談 不登校の児童・生徒や保護者への支援や
助言を行います。

お問い合わせ
相談日時

TEL:098-944-3603

月～金曜 午前9時～午後4時(正午～午後1時を除く)
教育相談室(西原町中央公民館2階)

行政相談 国などの行政機関に対する苦情や要望に関する
相談に応じます。

相談員
相談日時 個別に調整となります

新垣朝憲
お問い合わせ 行政苦情110番　TEL:0570-090-110

総務部総務課　TEL:098-945-5011

あらかき とものり

高齢者の方の
相談全般

高齢者やそのご家族などからの介護や保健、
福祉に関する相談に応じます。

相談日時 随時 ※事前にお電話でご予約をお願いします。
お問い合わせ 西原町地域包括支援センター　TEL:098-882-0117

雇用相談 就職に関するお悩みをひとりひとりにあった
かたちでサポートし、お悩みを解決します。

相談日時 随時
お問い合わせ 西原町雇用サポートセンター(産業観光課内)

TEL:098-945-4540

人権相談
相談員 金城幸、慶田元順子、祖慶聖子、米城きよみ

お問い合わせ 那覇地方法務局　TEL:0570-003-110
総務部総務課　TEL:098-945-5011

きんじょうみゆき けだもと じゅんこ そけい せいこ よねしろ

種目

（第 8 期）介 護 保 険 料

学 校 給 食 費（ 1月 分 ）
保 育 所 保 育 料

上 下 水 道 料 金

（ 2 月 分）
2月10日(火)
2月10日(火)

2月20日(金)
2月16日(月)

3月2日(月)

（ 第 4 期）固 定 資 産 税

後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料
（第 7 期）

国民健康保険税
3月2日(月)

3月2日( 月 )
2月25日(水)

納期限

1 月 分
12月分再振替

口座振替日
：

：
：

：

納期限・口座振替日
納期限 口座振替日について

　詳しい日程および対象については、西原町
のHPをご確認ください。

お問い合わせ先：こども課 母子保健係
　　　　　　　 TEL:098-945-5311

令和7年度 乳幼児健診について

詳細はこちら

No.358
令和8年2月1日 生涯学習のマスコット「マナビィ」

人権擁護委員候補者を募集します

お問い合わせ：総務課 広報係　TEL：098-945-5011

　人権擁護委員は、法務大臣から委嘱されて活動する民間のボランティアの方々です。（※報酬はありません。）
特別な知識や資格は不要です。これまでの経験を活かし、町の人権擁護活動にご協力いただける方を募集します。
興味のある方は、お気軽にお問合わせください。

活動内容・募集内容はHPをご確認ください

図書館からのおしらせ

2月のおすすめ本

● 1階ロビー ・全沖縄青少年読書感想文 ・感想画コンクール
　西原町児童生徒入賞作品展 2/13(金)～2/27(金)
・えいが会 2/8(日) 午前10時30分~午前11時10分「忍たま乱太郎の宇宙大冒険」

一般「はじめての和紅茶ガイド」「今井ようこのヴィーガンチョコレート菓子」「いちばんうつくしい王冠」

地域「沖縄ことば咲い渡り さくら」「読谷山焼北窯 四人の親方とやちむんづくり一年の記録」「琉球の古陶」

児童「恋するレインボーケーキ」「おにとふくのかみ」「おおきなキャベツ」

● 2階集会室(イベント)

3月3日(火)~6日(金)の間は､端末機の入替のために自動出納書庫が利用停止になります｡
閉架書庫の図書は利用できませんので､ご理解とご協力をお願いします｡
停止期間中でも､図書室内の書棚にある図書は､通常どおりに閲覧･貸出できます｡
開館時間の変更はありません｡(開館時間:午前10時~午後7時)

自動出納書庫(閉架書庫)の利用停止のお知らせ

お問い合わせ：西原町立図書館　TEL:098-944-4996

令和8年度 西原町中央公民館講座

　手に職を持っている方または昔取った資格や
特技を講座で活かしてみませんか(^O^)

講師＆企画募集します!!

募集期間 2月2日(月)～2月27日(金)
※詳細は、西原町生涯学習課(中央公民館)
　TEL：098-945-3657または、
　西原町ホームページをご覧ください。

メンバー募集 コールにしはら
主なイベント
♪西原町生涯学習フェスティバル  ♪西原町文化協会　♪西原町の各行事等
 本格的な合唱から童謡、唱歌、歌謡曲、様々な曲を素敵な響きとハーモニーを
 めざして楽しく歌っています。
主な練習曲
♪早春賦　♪花は咲く　♪みかんの花咲く丘　♪花のまち　♪月桃
♪秋の童謡メドレー　♪また逢う日まで　♪その他
いつでも見学・体験！男女年齢を問わず大歓迎！
歌の好きな男女！ 初心者でも大丈夫！大きな声でストレス発散！
楽しいおしゃべりでストレス解消！若々しさを維持！
指導者・ピアノ伴奏：下地 こずえ先生 
練習場所：西原町中央公民館　日時：木曜日　午後１時～午後3時
月会費：2,000円
お問い合わせ：西原町中央公民館　TEL：098-945-3657

２月の休館日

が休館日です。

月 火 水 木 金 土 日
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
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